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①　補正額

（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

66,538,362 12,328,768 5,602,700 2,668,745 45,938,149

第１号 （令和3年3月22日議決） 836,971 1,142,969 △ 361,800 85,400 △ 29,598

第２号 （令和3年4月27日議決） 189,292 189,292

第３号 （令和3年6月15日提出） 343,791 16,694 22,900 13,500 290,697

第４号 （令和3年6月25日提出） 426,262 425,753 9 500

68,334,678 14,103,476 5,263,800 2,767,654 46,199,748

②　補正の内容

　新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費の追加、新型コロナウイルスワクチン接種事業費の
増額など、所要の補正を行う。

１．補正予算の概要

合計（補正後の額）

予算額
財源内訳

令和３年度当初予算

補
正
予
算

　(1) 一般会計

1



ページ 款 項 目 科目

7 3 1 1 千円

千円

（単位：千円）

8 3 2 2 千円

千円

（単位：千円）

8 4 1 2 千円

●

●

9 4 1 2 千円

千円

（単位：千円）

337,500補正後 337,500

補正前

補正額 337,500 337,500

予防費  ○ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 337,500

新型コロナウイルスワクチンの接種に関し、国が定める接
種期限の令和4年2月28日までの接種体制を確保する。

337,500

事業費
財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

予防費  ○ 会計年度任用職員給与費(24人) 15,749

児童措置費  ○ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 26,200

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付
金について、ひとり親世帯以外の子育て世帯の対象者要件
の確定に伴い、増額する。

26,200

事業費
財源内訳

国県支出金 地方債 その他

看護師(16人)

事務補助(8人)

一般財源

140,360

補正額 26,200 25,700 500

補正後 166,560 166,060 500

新型コロナウイルスワクチンの接種に関し、国が定める接

額する。

補正前 140,360

種期限の令和4年2月28日までの接種体制を確保するため増

社会福祉総務
費

 ○ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援事業費 7,754

7,754

事業費
財源内訳

国県支出金 地方債 その他 一般財源

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策として、岩

手県社会福祉協議会が実施している総合支援資金の再貸付

が終了した後も生活が困窮する世帯に対し、自立支援金を

　単身世帯    月額 6万円

　2人世帯     月額 8万円

　3人以上世帯 月額10万円

　       (支給期間 3か月)

支給する。

補正前

補正額 7,754 7,754

補正後 7,754 7,754

２．主要事項の説明

　(1) 一般会計

予算に関する説明書
事　業　内　容　説　明
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ページ 款 項 目 科目

予算に関する説明書
事　業　内　容　説　明

9 4 1 2 千円

千円

（単位：千円）

国県支出金 地方債

新型コロナウイルスワクチンの接種対象年齢が12歳以上と
なったことに伴い、12歳から15歳までの市民の接種費用を
増額する。また、医療機関が診療時間外・休日にワクチン
接種を行った際の委託料を加算するため増額する。

事業費
その他 一般財源

補正前 459,818 459,818

補正額 37,740

予防費  ○ 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 37,740

37,740

37,740

補正後 497,558 497,558

財源内訳
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